
愛知教育大学地理学会会員の会費に関する細則 
(目的) 
第 1 条	 この細則は，愛知教育大学地理学会会則に基づいて同地理学会会員の

会費の額を定めることを目的とする。 
(会費) 
第 2条	 正会員の会費は年額 3,000円とする。 ただし，正会員のうち，学生の

会費は年額 2,000円とする。 
第 3 条	 年度途中に入会した正会員の会費は，入会時期を問わず年額を徴収す

るものとし，会員の特典を可能な限りその年度の 4 月に遡って適用す
る。 

                    	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    本細則は 2014年 6月 21日から施行する 
 


